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（ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置）

第三十一条 自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しな

いものでなければならない。

２ 自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、

窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、

性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

３ 前項の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス

等の発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして、構造、機

能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

４ 内燃機関を原動機とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車には、炭化水素等の発

散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合す

るブローバイ・ガス還元装置（原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元

させる装置をいう。以下同じ。）を備えなければならない。

５ 普通自動車、小型自動車（二輪自動車を除く。）及び軽自動車（二輪自動車を除く。）

であつて、ガソリンを燃料とするものは、炭化水素の発散を有効に防止することができ

るものとして、当該自動車及びその燃料から蒸発する炭化水素の排出量に関し告示で定

める基準に適合するものでなければならない。

６ 自動車の客室内の冷房を行うための装置の導管及び安全装置は、乗車人員に傷害を与

えるおそれの少ないものとして、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合

するものでなければならない。

７ 自動車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を与えるおそれが

少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして、取付位置、取付方法等に関

し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

８ 法七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受ける一酸化炭素等発散

防止装置は、当該装置を備える自動車を第二項から第四項までの基準に適合させるもの

でなければならない。
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